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検討の背景①　　都民の税に対する関心は非常に高い

Ｑ．あなたは、税について関心がありますか。 Ｑ．関心を持っているのはどのようなことですか。
（複数回答）

※『関心がある（計）』は「大いに関心がある」「少し関心がある」の合計。

注 東京都生活文化局「都民生活に関する世論調査 平成27年11月」より抜粋。 

○ 税金について関心があるかどうか聞いたところ、『関心がある（計）』は84％となっている。 

○ 税金に『関心がある（計）』と答えた人（1,591人）にその内容を聞いたところ、「税金の使われ方」(71％)が 

  最も多く、次いで「自分の納める税額」、「所得税や住民税などの減税」、「税負担の不公平さ」などの順と 

  なっている。 

（n=1,591） 

関心がある(計)※ 

   84％ 
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検討の背景②　　中間層の痛税感が大きい

注 平成26年度 東京都税財政講演会資料（講演者：井手英策氏）より抜粋。 

 ○ 我が国の租税負担率は先進国において最低水準であるにもかかわらず、中間層の痛税感は大きい 

 ○ このことは、税負担に見合うサービス給付を実感できず、税金を負担させられているという意識が強いため 

     と考えられる。 

租税負担率が低い 中間層の「痛税感」が北欧よりも大きい事実 
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検討の背景③　　選挙権年齢引き下げに伴う若年層の社会参加

Ｑ. どのような世代に向けての租税教室が重要だと思いますか？（複数回答）

注 東京都主税局 「平成27年度都税広報モニターアンケート第2回」より抜粋。 

 ○ 公職選挙法等改正法が平成２７年６月に成立し、平成２８年６月１９日以降に行われる選挙から選挙権年齢が 

   引き下げられ、都内では、１８歳、１９歳の２４万人が新たに選挙権を得ることとなる。 

 ○ 税負担のあり方や税の使い道の決定にかかわる選挙への参加は、税と社会との関わりへの関心を高める絶好 

   の機会。 

（都税広報モニター意見） 

 

○今後選挙権が１８歳以上になることを考えると、 

 税の仕組みや納税の必要性をしっかりと学ぶこと 

 が望まれるため、大学生、社会人への教室は重要。 

 （60代女性） 

 

○ある程度税金について現実味が持てる年代向けに 

 行うことで真剣に知識の習得をすることができる 

 ため、高校生、大学生、社会人への租税教室は重 

 要。（20代女性） 

 

○各教育機関で世代に応じた税金の仕組みを学ぶこ 

 とは、将来政治に関心を持つことにつながる。 

 （50代男性） 

MA=291 

n=97 
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検討の背景④　　平成２６年度の都税の徴収率は過去最高の９８．１％

注 東京都主税局徴収部作成資料 「都税徴収率・滞納繰越額の推移」。 

   ○ 納税者の利便性向上による新規滞納の抑制、個々の状況に配慮したきめ細かな滞納整理などにより、 

     平成２６年度の徴収率は過去最高となる９８．１％となった。 

   ○ 税収確保に向けた取り組みを進めると同時に、今後は、「納税者に納得して納めていただく」ことに主眼 

       を置いた取組が求められる。 

（年度） 

4



税に対する理解を深める上での課題（広報）～モニター意見より抜粋～

○都民のニーズに即した情報発信となっていない 

 ・区民税に比べて、都税を納税するメリットを感じにくい。都税により実施されている事業をもっと具体的に周知したらどうか。 

  （60代女性） 

 ・国と都と区市町村のそれぞれの税金がどのように課税されていて、どのように使われているのかよく分からない。もっと積極的 

  に知らせる努力が必要。（40代男性） 

  ・現在、広報に活用している場所は「自分たちが使いやすい場所」であって、「情報が届きやすい場所」ではありません。情報の 

  受け取り手の立場に立っていないことの表れだと思います。（20代男性） 

 

○納税と受益の関係が見えにくい 

 ・社会人となっていく若い年齢層を中心に、税の恩恵を受けているありがたみが分かる発信場所があると、働きがいにもつなが 

  っていくような気がします。（50代女性） 

 ・納税は負担を感じている人がほとんどなのでそれに見合う公共の利益が見えてこなければ積極的に納税したいとは思えなくな 

  る。（60代男性） 

 

○専門用語が多く、仕組みが複雑なため、理解が難しい 

 ・税金の振り込み用紙に同封されている税金についての話も難しい内容ばかりで解りにくく、友人たちも税金について分かって 

  いない様子でした。（20代女性） 

 ・都税に関することは難しい内容なので、東京都主税局のホームページを見てもわからず、難しい内容だと感じてしまいます。 

  （20代女性） 
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税に対する理解を深める上での課題 (租税教育）

○高校生向けの租税教室の実施率は全国と比較して低い 

   

  平成２６年度租税教室開催実績（東京都内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                        

                                           

 

○選挙権年齢の引き下げを踏まえた内容の充実が必要 

（出典） 東京都租税教育推進協議会 「平成２６年度事業報告」 

大学等

８４４校 ２６０校 ３４校 ６６校

６２．３％ ３１．５％ ７．７％

６３．３％ ２７．７％ ２４．０％開催校割合（全国）

小学校 中学校 高校

開催校数

開催校割合
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東京都の取組 ①広報活動の現状 

 

 種 類 概 要 実施回数 数量等 

紙
媒
体 

ポスター 

①各税目の納期、申告期限等を周知 

②納税方法、軽減制度、各種届出等など特定の

テーマについて周知 

・官公署、交通機関車内吊り 

①年９回 

②年１回 

①平均   

7,000部 

②14,100部 

冊 

子 

ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ都税 
・都税を分かりやすく解説した冊子 

・英語、中国語、ハングル語版も作成 
年 1回 94,200部 

不動産と税金 
・不動産に関する税金をまとめて解説した冊子 

・都税事務所、官公署、金融機関等で配布 
年 1回 103,250部 

主税局広報紙 

「あなたと都税」 

・都税に関する月刊広報紙 

・都税事務所、官公署、鉄道駅等で配布 
年 12回 37,100部 

東京都、区市町村、納

税協力団体等広報紙 
・納期のお知らせ、税制改正など。 随時  

新聞広告 

・納税方法、軽減制度、各種届出等に関する特

定のテーマを周知 

・日刊 6紙に掲載 

年 1回 半 3段 

事務所広報印刷物 ・各都税事務所にて地域にあった内容を広報 随時  

動
画
媒
体 

電光掲示板 

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ） 

・各税目の納期、申告期限等を動画で周知 

・都庁舎内の行事案内表示板、新宿西口情報案

内板等 

随時 
 

ステーションビジョン 

（地下鉄ホーム壁面ビジョン）  
各税目の納期、申告期限等を音声付動画で周知 年 7回 

各回 

1週間 

Ｙｏｕ Ｔｕｂｅ 

ＴＯＫＹＯ ＭＯＶＩＥ 
納期周知や軽減制度等に関する動画を掲載 常時  

そ
の
他 

ホームページ 都税全般にわたる情報を周知 常時   

ＳＮＳ 

（Twitter、Facebook） 
都税全般にわたる情報を周知 常時   

東京都提供 

テレビ・ラジオ 
東京都提供番組で納期や公売情報等を放映 随時   

納税キャンペーン 
「税を知る週間」を中心に、街頭等でチラシ・ＰＲ

グッズ等を配布し、納期内納税等について依頼 
年 150回  

納税通知書への 

チラシ同封 
・「納税通知書のみかた」「Ｑ＆Ａ」を同封 随時 

固定資産税 
３００万件 

自動車税 
２００万件  

注 東京都主税局総務部作成資料より作成。 
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広報活動の例 

○納税通知書発布時期をとらえた税制度の周知 
固定資産税の納税通知の内容を分かりやすく見直し[対象３００万件]   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都税広報モニター意見） 

・減額など納税者にお得な情報を積極的に知らせて欲しい。（５０代女性） 

 

○ライフステージの各場面に応じた情報発信 
～住宅展示場を会場とした「住まいと都税」のキャンペーン～ 

 

 

 

 

 

 

 

（都税広報モニター意見） 

 ・社会人向けの租税教室は、生活に役立つ税知識をテーマに実施すると良い。住宅メーカーとタイア

ップした体験型固定資産税セミナーを開催してはどうか。（７０代男性） 

 

○納税者の視点を取り入れた情報発信 
税のしくみや使い道について読者に分かりやすく伝える 

ため、月間広報紙面を刷新するとともに、社会で活躍し 

ている方を通じて税情報を発信。 
 
（都税広報モニター意見） 
 ・税の負担割合と還元が都民に理解されるよう努めるべき。 
 －マクロ的な視点「どのように税が還元されているか」と 

ミクロ的な視点「救急車を一回呼んだらどのくらい税金 
が必要か。」といったものを組み合わせて見せると良い。 
（５０代男性） 

・土地の評価がどのように算定されているか普通の人は分か 
 らない。（４０代男性） 

 
納税者のニーズに 

即した内容に情報を整理 

展示場内で 
家屋評価のポイントを説明 主税局ブースでの税務相談 
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東京都の取組 ②広聴活動 

 

○都税広報モニター（平成２７年度実施概要）   

 

 【実施期間】 平成２７年５月から平成２８年３月まで 

 【応募要件】 ・都内在住、在勤又は在学中で満２０歳以上の方 

        ・都税の納税者又は同一世帯に納税者がいる方 など 

 【人  数】 １００名 

 （応募者５５８名から年齢、性別、職業、住所地の構成等に考慮し、作文審査の上選考） 

 【実施内容】  

（１）インターネットによるアンケート調査   … ３回実施 

    ①広報印刷物について（ポスター、月間広報紙） 

    ②租税教育について 

    ③広報全般について（効果的な広報媒体、ホームページ） 

  （２）租税教室の参観・意見交換会     … ２回実施 

    ①親子税金教室 

    ②社会人向け税金教室 

  （３）都税広報モニター会議 

 

 

○税務相談活動  

都庁舎や都税事務所に都税相談コーナーを設置 

 

 ・税務相談等の受付件数（来所・電話・文書） 

 

 

 

 

○テレフォンサービス   

 都税に関する「よくあるご質問」を自動音声サービスで提供 
 

 

 

 課税関係 徴収関係 国税関係 その他 合計 

平成２６年度 ９，７７８件 ９６５件 ９５０件 ５，４６４件 １７，１５７件 

 構成比 ５７．０％ ５．６％ ５．５％ ３１．８％ １００％ 
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平成 23年度税制改正大綱（H22.12.16）より抜粋 

 

第２章 各主要課題の平成 23 年度での取組み 

 

１．納税環境整備 

（２）租税教育の充実 

国民が租税の役割や申告納税制度の意義、納税者の権利・義務を正し 

く理解し、社会の構成員として、社会のあり方を主体的に考えることは、納

税に対する納得感の醸成と民主国家の維持・発展にとって重要です。 

こうした健全な納税者意識を養うことを目的として、国税庁では、次代を

担う児童・生徒に対し、租税教育の充実に向けた各種の支援を実施していま

す。また、税理士・税理士会においても、納税者又は国民への社会貢献事業

の一環として、租税教育を通じて申告納税制度の維持発展に寄与するため、

小中学校への講師派遣等を積極的に実施しています。 

本来、租税教育は、社会全体で取り組むべきものであり、健全な納税者意

識のより一層の向上に向け、今後とも官民が協力して租税教育の更なる充実

を目指す必要があります。特に、小中学校段階だけでなく、社会人となる手

前の高等学校や大学等の段階における租税教育の充実や、租税教育を担う教

員等に対する意識啓発について検討し、関係省庁及び民間団体が連携して取

り組むこととします。 
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平成 26年度東京都税制調査会答申より抜粋 

 

Ⅳ その他の検討事項 

１ 公平な徴収を担保する仕組み 

（３）租税教育 

・  税は国民生活を支える行政サービスの経費を社会の構成員全体で広く分かち合うものである。

納税者一人ひとりが、租税の意義や役割を理解し、その使途に関心を持つとともに、納税者と

して社会のあり方を主体的に考える姿勢を持つことが望まれる。 

・  そのため、子どもから社会人に至るまで、段階に応じた継続的な租税教育が重要であり、こ

れにより、租税に対する関心や理解を深め、納税者としての自覚が備わっていくことになる。 

・  平成 23年度税制改正大綱においても、租税教育の充実が掲げられ、国民が租税の役割や申告

納税制度の意義、納税者の権利・義務を正しく理解し、社会の構成員として、社会のあり方を

主体的に考えることは、納税に対する納得感の醸成と民主国家の維持・発展にとって重要とさ

れた。さらに、租税教育は社会全体で取り組むべきものであり、小中学校段階だけでなく、社

会人となる手前の高等学校や大学等の段階における租税教育の充実や、租税教育を担う教員等

に対する意識啓発について検討し、関係省庁及び民間団体が連携して取り組むことがうたわれ

ている。 

・  国ではこれまでも、教育関係者、地方自治体、国税庁が連携する租税教育推進協議会や日本

税理士会連合会等が中心となって、租税教室等への講師派遣や教材の作成、税の作文募集など

様々な租税教育に取り組んできた。 

・  都においても、都税事務所が主体となって、地域で租税教室を開催するとともに、ホームペ

ージ上に租税教育に関する教材や資料を掲載するなど、租税教育の推進に努めている。 

・  しかし、今までの租税教育は、「税金を納めなければ必要な財源を賄うことができず、行政サ

ービスが受けられない」という側面ばかりが強調され、租税の役割である所得再分配機能や、

納税による社会参加の意義、受益と負担の関係などに対する理解が十分に涵養できていないと

の指摘もある。課税側の論理だけでなく、納税者側の視点も取り入れた租税教育を行っていく

べきである。 

・  また、ISSP（International Social Survey Programme 国際社会調査プログラム）の調査に

よれば、我が国の租税負担率は先進国において最低水準であるにもかかわらず、中間層におけ

る痛税感は非常に強い。これは、中間層が税負担に見合うサービス給付を実感できず、税金を

負担させられているという意識が強いためと考えられる。税金は取られるものではなく、納得

して納めるものという意識が醸成されることが重要である。 

・  特に、源泉徴収を基本とする給与所得者について、納税の主体であるとの意識の醸成が不可

欠である。 

・  そのためには、行政の適切な施策と公正な執行はもちろん、税負担と給付の関係が理解でき

るよう、国民の税に対する意識を啓発していくことも重要である。今後も、関係各団体とも協

力し、租税教育について一層の充実を図る必要がある。 
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租税教育推進体制と協議会設置の経緯

【租税教育推進体制】 【協議会設置の経緯】 

租税教育推進

関係省庁等協議会

都道府県租税教育

推進協議会

区市町村租税教育

推進協議会

総務省

都道府県

市町村

国税庁

国税局

税務署

文部科学省

都道府県

教育委員会

区市町村

教育委員会

設立単位 関係機関等

国レベル

（１会）

都道府県レベル

（４７会）

市町村レベル

（７３８会）

・文部科学省

・総務省

・国税庁 等

・都道府県教育委員会

・学校長会

・私学協会

・都道府県税所管部

・国税局

・県庁所在地署

・納税協力団体 等

・区市町村教育委員会

・学校長会

・ＰＴＡ連合会

・都道府県税事務所

・区市町村

・税務署 等

年

昭和25年
（1950）

国税局が租税教育を開始

昭和33年
（1958）

熊本県が初めて租推協を発足

平成3年
（1991）

国税庁が文部省・自治省に
県単位の租推協設立を依頼

平成4年
（1992） 東京都租税教育推進協議会　発足

平成6年
（1994）

全道府県で租推協　発足
（会長は各道府県教育長）

平成22年
（2010）

平成23年度税制改正大綱が閣議決定
（租税教育の充実）

平成23年
（2011）

租税教育推進関係省庁等協議会　発足

内　容
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財政・租税教育の取組の現状（財務省・国税庁）

注 財務省「財政制度分科会」（平成28年4月15日）資料より作成。 
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租税教育の取組（東京都） 

 

１ 租税教育推進協議会の設置 

東京都における児童・生徒に対する租税教育の推進及び租税教育の充実を図るための協

議会を設置。（構成員：国税局・東京都主税局・東京都教育庁等） 

 

２ 租税教室の開催（平成２６年度東京都内開催実績） 

 小学校 中学校 高校 大学等 

開催校数 ８４４校 ２６０校 ３４校 ６６校 

 東京都主税局 ５３校 ８校 １校 ７校 

 

 

３ 副教材等の発行             （数字はいずれも平成２６年度実績） 

 ①副教材の発行 

教員研究団体の協力のもと専門部会を設置し作成 

  ・小学校６年生用  １１７，２００部 

  ・中学校３年生用  １１８，４００部 

 

 

 

 
  

 

 ②教育関係機関向け情報誌の発行 

・「租推協ＮＥＷＳ」  ８，０００部  

       

４ 中学生の税に対する作文支援     主催：全国納税貯蓄組合連合会・国税庁 

 応募総数：６９５校から７７，７０３編（平成２７年度東京都内実績） 

①募集支援 

②審査・賞状授与  （知事賞、主税局長賞、都税事務所長賞） 

 

５ 租税教育に関する学習教材を東京都主税局ＨＰ上に掲載 

   ①学習用アニメ 「タックス・タクちゃん」税金ってなんだろう。 

   ②税金クイズ 挑戦してみよう！「タックス・タクちゃんクイズ」 

[高校生用教材の作成] 

租税を通じた高校生の主権者意識の醸成に向け、平成２

８年度に高等学校専門部会を設置し、教材の作成に向け

た検討を実施。 

構成員：東京都、国税局、都立高等学校教員及び私立高

等学校教員等の関係者など 

教 材：平成２９年度使用開始予定 

（出典）「東京都租税教育推進協議会平成２６年度事業報告」 

14



（参考）高等学校における租税教育の取組例　－都立稔ケ丘高等学校

〇中学３年で租税授業を受けたがあまり理解で 

  きなかったので、もう一度学習できてよかった。 

 

〇税金が必要なところ、人たちに適切に使われる 

  ようになればいいと思った。 

 

〇日本の財政状況が思ったより深刻だと感じた。 

 

〇財政赤字が続いているので、選挙や納税で不 

  況を改善したいと思った。 
 

〇税金を大切に使うためにも選挙が重要なんだ 

  と実感した。 

生徒の声 講義のねらい 

生徒たちと一緒に「税」を通して社会のしくみを考え、生徒一人ひ

とりが税金の使途等について公平な判断力を備えるとともに、社

会に積極的に参加する意識を醸成する。 

授業内容（９０分授業） 

テーマ 内　　　　容

国・地方公共団体の役割

財源調達など税の機能

税の種類・分類（地方税と国税）

税の意義と必要性

公共サービスの受益と負担

公平な税の考え方（世代間の公平など）

財政赤字について

少子高齢化が税金に与える影響について

納税者として税の使途に関心を持つこと

税の仕組み

意義・役割

財政の現状と

今後の課題

税から考える

社会の仕組み
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